
紀の川流域懇談会 情報公開方法について 

 

 

紀の川流域懇談会の情報公開方法を下記に示す。これに定めのない事項につ  

いては、懇談会で定める。  

 

（会議の開催案内）  

・会議開催の案内は、報道機関に対して情報提供を行うほか、和歌山河川国  

道事務所のホームページに掲載する。  

 

（会議の傍聴）  

・傍聴対象者は、制限を設けないことを原則とする。  

・可能な限り、希望者全員が傍聴できるようにするが、会場に入りきれない  

場合は先着順とする。  

 

（会議資料等の公開）  

・会議資料については、公開を原則とする。  

・会議資料及び議事録については、和歌山河川国道事務所のホームページに  

掲載する。  

・会議資料において、貴重種の生息場所等が特定できる資料等、公開するこ  

とが適切でない資料については公開しない。  

・議事録について、委員の名前が入った議事録を公開する。  

・議事録の内容については、会議開催後、出席委員に確認を行い、速やかに  

公表を行う。  

 

（記者会見）  

・会議終了後の記者会見は行わないが、座長が必要と認める場合は、この限  

りではない。  

・記者会見を行う場合は、一般傍聴者も傍聴できるものとする。  

 

（その他）  

・審議中における一般傍聴者の発言は、認めない。  

・なお、審議終了後の発言機会の取扱については、座長の判断による。  
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